小論文

　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　
テーマ　
　所有者不明土地問題の解消に向けた方策として、令和６年４月１日から「相続登記」、また、令和８年４月１日から「住所等変更登記」が義務化され、法務局では、テレビＣＭやＳＮＳを活用した積極的なＰＲ活動を行っていますが、さらに国民に広く浸透させるためには、どのような取り組みが必要だと思いますか。また、その取り組みを実践するに当たって、あなたが身につけてきた知識や経験は、どのようにいかすことができますか。
【以下、記述してください。（フォント等を変えずに、１枚に収めること。】
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